
1 

 

「輸出貿易管理令第４条第２項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨

物」等の一部改正案に対する意見募集について 

 

令和６年 12 月５日 

経 済 産 業 省 

貿 易 管 理 課 

 

１．意見公募の趣旨・目的・背景 

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（以下「ストックホルム条約」とい

う。）では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸

念されるＰＣＢ、ＤＤＴ等の残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶・制限、排出削減等

を規定しています。条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げられた残留性有機汚染物質について

は、製造及び使用の廃絶・制限に加え、輸出入の禁止又は制限が締約国に義務づけられてい

ます。そのため、我が国においては、ストックホルム条約の附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げら

れた化学物質を輸出しようとする場合には、輸出貿易管理令（以下「輸出令」という。）に

基づき、経済産業大臣の承認が必要となっています。 

今般、令和５年５月に開催されたストックホルム条約第１１回締約国会議において、「Ｕ

Ｖ－３２８」（紫外線吸収剤）、「メトキシクロル」（殺虫剤）及び「デクロランプラス」

（難燃剤）を新たに廃絶対象物質として同条約の附属書Ａに追加する決定がなされました。

これを受け、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（以下「化審法施行令」

という。）において以下の化学物質を第一種特定化学物質として指定するための改正が行わ

れているところ（令和６年１２月頃公布予定）、これに合わせて輸出令関係告示及び関係通

達にこれらの物質及び当該物質が使用されている製品を追加する等の所要の改正を行います

（化審法施行令改正に合わせて施行予定）。 

つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見（パブリッ

ク・コメント）の募集をいたします。 

 

＜令和６年１２月公布予定の化審法施行令の改正により追加される第一種特定化学物質＞ 

① 二―（二Ｈ―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル）―四・六―ジ―ターシャリ

―ペンチルフェノール（別名ＵＶ―三二八） 

② 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス（メトキシフェニル）エタン（別名メトキシク

ロル） 

③ 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・

四ａ・五・六・六ａ・七・十・十ａ・十一・十二・十二ａ―ドデカヒドロ―一・四：七・

十―ジメタノジベンゾ［ａ・ｅ］［八］アンヌレン（別名デクロランプラス） 
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２．意見募集対象 

（１）「輸出貿易管理令第４条第２項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」（平

成１６年経済産業省告示第１７３号）の一部改正案 

（２）「化学物質の輸出承認について」（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号）

の一部改正案 

（３）「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１

１号）の一部改正案 

 

３．資料入手方法 

（１）電子政府の総合窓口（e-Gov）における掲載 

（２）窓口での配布 

経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理課 

（東京都千代田区霞が関 経済産業省本館 13 階） 

 

４．意見募集期間（意見募集開始日及び終了日） 

令和６年１２月５日（木）～令和７年１月６日（月） 

電子メール、郵送の場合は終了日必着。 

 

５．意見提出先・提出方法 

別紙の御意見提出用紙に御氏名、連絡先及び本件への御意見を日本語で御記入の上、以下

いずれかの方法で送付してください。 

なお、電話での御意見の受付には対応いたしかねますので、あらかじめ御了承下さい。 

 

〇電子政府の総合窓口「e-Gov」 

電子政府の総合窓口「e-Gov」（https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）の意見提出フォ

ームからご提出ください。 

○電子メールの場合 

電子メールアドレス： bzl-bouekikanri1@meti.go.jp 

（件名を「輸出貿易管理令第４条第２項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨

物」等の一部改正案に対する意見としてください。） 

○郵送の場合 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理課 パブリックコメント担当宛て 

 

６．その他 

 御提出いただいた内容につきましては、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、

mailto:bzl-bouekikanri1@meti.go.jp
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すべて公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、

個人に関する情報であって特定の個人を認識しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産

権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただ

きます。 

御意見に附記された氏名、住所、電話番号及びメールアドレスについては、御意見の内容

確認等に限って利用し、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切な管理を行います。
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経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課 パブリックコメント担当 宛て 

 

「輸出貿易管理令第４条第２項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正

案に対する意見 

［氏名］ 
（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名） 

 

［住所］  

［電話番号］  

［電子メールアドレス］  

［御意見］  

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 

 

 

 

 

・意見内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


